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令和６年広島県議会９月定例会提案見込事項 

 
１ 180 条専決処分報告案件 

  損害賠償額の決定について 

  地方自治法第 180 条第１項の規定による専決処分 

内  容 損害賠償額 

令和６年６月６日福山市沼隈町大字上山南で沼隈特別支援学校

職員の行為によって発生した車両損傷事故 
317,000 円 

令和５年 10 月 27 日福山市神村町（松永高等学校）で発生した仮

設工作物（テント）の倒壊による人身事故 
45,731 円 

令和６年５月 24 日広島市中区基町で文化財課職員の行為によっ

て発生した物品損傷事故 
20,000 円 

令和６年５月 30 日に教育支援推進課職員の行為により発生した

遅延利息 
1,592 円 

令和６年５月 31 日から令和６年８月 13 日までの間に教育支援

推進課職員の行為により発生した遅延利息 
９円 

令和５年７月 29 日から令和６年７月９日までの間に竹原高等学

校職員の行為によって発生した著作権侵害事故 
110,000 円 

 

令和６年９月 12 日 
課 名 教育委員会事務局 

総務課 
担当者 課長 糸崎 
内 線 4910 


